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※ 青文字：県で取組は実施していないが、国の影響評価及び適応計画を基に重要と思われる細目について参考に記載 40 
※ ○：本県において施策が実施されている細目 41 
※ ◎：本県において施策が実施されており、特に重要と考えられる細目 42 
※ 黄色網掛けは、現行計画から追加・変更等した内容 43 
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２．施策の事例紹介 1 

前項で整理した各種適応策について、具体的な写真や図表等を用いて一部掲載します。 2 

 3 
 4 

分野：農業・林業・水産業 大項目：農業 小項目：農業生産基盤 
影響：大雨の増加 適応策 

・集中豪雨の増加は、農地からの

耕土流出が増えることで、農地

の劣化を招き、河川及び沿岸生

態系への影響が懸念されます。 

 

 

・農地の勾配修正、グリーンベルト、畑面植生等の発生源対策に

取り組みます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グリーンベルト（左：植栽後、右：子供たちによる植栽活動） 

マルチング 畑の勾配抑制 

農地における赤土等流出防止対策の事例 

出典：第2次沖縄県赤土等流出防止対策基本計画（令和5年3月） 

分野：水環境・水資源 大項目：水資源

影響：無降水日の増加

小項目：河川

適応策

・入域観光者数の増加に伴い水使用量

が増加すると予想される中、気候変

動による無降水日の増加により水不

足が発生することが懸念されていま

す。

・海水淡水化施設を導入する等、渇水対策、災害時の水資源

対策に努めます。

可搬型海水淡水化装置（外観）

可搬型海水淡水化装置（内部）出典：沖縄県企業局ＨＰ
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  1 

分野：水環境・水資源 大項目：水環境 小項目：河川 
影響：降水量の増加 

・降雨強度の高い降雨の増加により、河川を通じて海域への赤土等流出量の増加が懸念されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

適応策 

・水質の常時監視を行うとともに、気候変動にともなう変化が検討できるようデータの蓄積を行っ

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤土等が堆積した海域 河川から海域へ流出する赤土等 
出典：第2次沖縄県赤土等流出防止対策基本計画 令和5年3月（沖縄県） 

年間最大SPSSランク６以上の海域数の推移、年間総雨量の推移 

※SPSS とは、沿岸域における汚染度の評価指標で、底質中懸濁物質量を示す(Suspended Particlesin Sea Sediment: SPSS)。 

SPSSランクと対応する底質状況その他参考事項 

出典：令和４年度 赤土等流出防止対策検証事業調査結果（沖縄県） 
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  1 

分野：自然災害 大項目：沿岸

影響：海面水位上昇

小項目：海面上昇

適応策

・気候変動に伴い海面水位の上昇

が進んだ場合、砂浜消失が懸念

されるほか、津波や高潮による

危害の区域を見直す影響があり

ます。

・津波・高潮浸水想定、津波・高潮災害警戒区域の設

定を行い、市町村が行うハザードマップの策定の基

礎資料提供に取り組みます。

出典：沖縄県ＨＰ

 1 

分野：自然災害 大項目：河川 小項目：洪水・内水 
影響：集中豪雨 適応策 

・土地開発による透水面積の低

下が進み、雨水流出が増大し、

集中豪雨による水害が多発す

ることが懸念されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・洪水被害を防御するため河川改修による流下能力の向上やダ

ムによる流量制御を行い、ピーク流量の軽減に取りくむととも

に、河川改修と並行して、河川の浚渫に取り組みます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川氾濫状況（比地川R6年） 

河川氾濫状況（安謝川R6年） 
河川整備状況（我部祖河川 写真左：改修前 写真右：改修後） 

河川整備状況（報得川 写真左：浚渫前 写真右：浚渫後） 

出典：沖縄県 
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  1 

分野：自然生態系 大項目：沿岸生態系

影響：海水温の上昇

分野：国民生活・都市生活 大項目：その他

影響：気温の上昇

小項目：亜熱帯

適応策

小項目：暑熱による生活への影響

適応策

・高水温によるサンゴの白化現象、

集中豪雨による赤土等流出が、

サンゴ礁生態系に影響を及ぼす

ことが懸念されています。

・サンゴ種苗等の白化現象による死亡が起こりにくい環

境条件の解明、白化に強いサンゴの遺伝学的分析、遮

光等による白化軽減技術の開発等に取り組みます。

遮光による白化軽減技術の開発等を行っている様子

白化したサンゴの様子

写真：沖縄県より（前兼久2016年）

・将来的に気温上昇による熱中

症の増加の可能性があります。

・環境緑化や自然の保全、緑とふれあう憩いの場所の創

出、レクリエーション活動の場として都市公園の整備

に取り組みます。

比謝川の水辺空間と一体となった公園緑地

自然林が残る丘陵を利用した公園（浦添大公園）

名護市街地に隣接する21世紀の森公園（名護浦公園）出典：沖縄県広域緑地計画（2018年 沖縄県）

 1 

分野：自然生態系 大項目：沿岸生態系 小項目：亜熱帯 
影響：海水温の上昇 適応策 

・海水温の上昇により、亜熱帯性サンゴ

の白化現象の頻度が増大しています。

2022 年、2024 年には海水温の上昇に

よるサンゴの白化現象が見られていま

す。 

 

・サンゴ種苗等の白化現象による死亡が起こりにくい環

境条件の解明、白化に強いサンゴの遺伝学的分析、遮

光等による白化軽減技術の開発等に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンゴの深場への避難による高水温対策試験等の様子 
（石西礁湖調査地点） 

白化したサンゴの様子（2024年9月） 
（石西礁湖調査地点） 

出典：石西礁湖自然再生ニュースレター2025.3 Vol35（石西礁湖自然再生協議会運営事務局） 
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  1 

 1 

分野：普及啓発 大項目：暑熱 小項目：熱中症 

影響：気温の上昇 適応策 

・気温上昇により心血管

疾患による死亡者数

が増加すると、2030

年、2050年に暑熱によ

る高齢者の死亡者数

が増加することが予

測されています。 

・啓発チラシの作成、県内広報誌への記載、web サイト上での暑さ指数

の公表等により、熱中症対策に係る情報を県民に周知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱中症対策チラシ 

県内の熱中症救急搬送者人数（６月～９月集計分） 

 2013
（H25）

2014
（H26）

2015
（H27）

2016
（H28）

2017
（H29）

2018
（H30）

2019
（R1）

2020
（R2）

2021
（R3）

2022
（R4）

2022
（R5）

2023
（R6）

沖縄県 771 786 747 932 1,235 732 896 804 720 1,055 1,002 1,393

（参考）全国 58,729 40,048 52,948 47,624 49,583 92,710 66,869 64,869 46,251 68,361 87,812 94,779

2023 2024 

※総務省消防庁が公表している資料では、各年５月～９月で集計を行っている。 

県内の熱中症救急搬送者人数（６月～９月集計分）の変化率（※） 

※各年度の全国・県の熱中症救急搬送者人数（６月～９月集計分）を2013年度の人数を

除した数値 

 

0.6
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（H25）
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（H26）
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（H27）

2016

（H28）

2017

（H29）

2018

（H30）

2019

（R1）

2020

（R2）

2021

（R3）

2022

（R4）

2022

（R5）

2023

（R6）

(年度）

沖縄県

全国

2013年度を1.0とした指数

2023 2024 

出典：（出典：総務省消防庁Webサイト 熱中症情報（救急搬送状況））  

出典：沖縄県HP 
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  1 

 1 

分野：普及啓発 大項目：その他の健康影響 小項目：その他の健康影響 

影響：気温の上昇 適応策 

・気候変動の影響とし

て、将来的に自然災害

増加や気温上昇によ

る熱中症の増加が想

定されます。 

・イベント・ワークショップを通して、気温上昇による熱中症対策等の

普及啓発に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱中症対策など気候変動への影響及び対策のイベントの実施状況（令和６年） 

写真：沖縄県より 
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３．適応策の推進に向けた今後の課題 1 

本県においては、顕在化しつつある気候変動に対し、客観的なデータに基づいた影響の予測や2 

適応策の充実を図ることで、その影響を防止・軽減し、安全・安心で持続可能な社会を実現する3 

ための体制を構築していく必要があります。 4 

そのために本県では今後、気候変動による影響を迅速かつ、適切に把握するため、モニタリン5 

グ等の情報を充実させるとともに、国や大学等による最新の気候変動の予測情報の収集・整理を6 

行い、予測の確実性を高めていきます。また、県民、事業者、市町村等に最新の気候変動に関す7 

る情報提供と共有を行うことで、適応の理解や協力を深めていくこととします。 8 

また、日本をはじめとする世界各国が温室効果ガスの排出削減に取り組んでも、ある程度の気9 

候変動による被害は避けられないことから、県民や事業者等の気候変動に関する理解・協力・行10 

動変容が重要になってきます。 11 

現在、気候変動の影響に対する適応の認知度は高くないことから、その認知度の向上を図ると12 

ともに、気象災害への備えや熱中症対策等を行うよう、行動変容を促していく必要があります。 13 

このような課題に加えて、「気候変動影響評価報告書(環境省)｣では、ある影響が他の影響を誘14 

発する影響の連鎖や、異なる分野での影響が連鎖し影響の甚大化をもたらす事象を「分野間の影15 

響の連鎖」として懸念しています。例えば、気候変動により動植物の分布域の変化や生物季節の16 

変化など｢自然生態系｣への影響が生じると、その生態系から恵みを得ていた｢農業・林業・水産業｣17 

に影響が及び、さらには食料品製造業といった｢産業・経済活動｣へも影響が連鎖する可能性があ18 

ります。 19 

本県においても、国内もしくは海外における気候変動の影響が、最終的には本県の食糧生産や20 

観光業への影響など、身近な生活にまで影響を及ぼす可能性があることから、この問題を県民一21 

人一人が我が事として捉える視点を持つことが重要になります。 22 

  23 
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第３章 推進体制・進捗管理 1 

１．推進体制 2 

（１）県庁内の体制 3 

気候変動の影響は多岐にわたり、その影響に対する脆弱性についても様々であることから、本4 

県の関係部局が連携し、総合的かつ計画的に推進していく必要があります。 5 

そのため、本県の実情に応じた適応策の推進について協議することを目的とした「沖縄県気候6 

変動適応計画協議会」（以下「適応協議会」という。）を設置し、適応協議会において、気候変動7 

の影響等について情報共有を図るとともに、関係部局と連携・調整し、進捗状況等を踏まえて適8 

応策を推進します。 9 

 10 

（２）地域気候変動適応センターの設置・運営 11 

気候変動適応法第13条第 1項の規定に基づき「沖縄県気候変動適応センター」を設置・運営12 

し、県内の気候変動の影響や適応に関する情報の収集・整理・分析等を行っています。県民、事13 

業者、市町村等へ情報提供を通じ、各主体の適応への取組を一層促進する拠点としての機能を14 

果たしています。 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

図3-3-1 適応策の進め方 37 

  38 

 

 

◯気候変動の影響が懸念される項目の整理 

◯気候変動の実態・影響の把握 

◯予測情報の収集・整理 
モニタリング 
影響の予測 

◯全庁的な情報共有 

◯関係機関、県民等への情報提供 
情報の共有・
提供 

◯関係機関連携による検討 

◯施策の統合化・体系化 
適応策の検討 

◯関係機関による適応策の実施 適応策の実施 

◯適応策の実施状況の把握 

◯気候変動の影響の評価 

実施状況の 
把握 

Ａｃｔ 

適応策の 
見直し 

Ｐｌａｎ 

Ｄｏ 

Ｃｈｅｃｋ 

適応協議会で、
情報提示、各施
策の進捗確認 

 

沖縄県気候

変動適応セ

ンター 
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沖縄県気候変動

適応センター 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

図 3-3-2 計画推進体制イメージ 27 

 28 

 29 

（３）県民・事業者との連携 30 

本計画の気候変動適応策の取り組み内容を幅広く県民や事業者に展開していく上で、沖縄県気31 

候変動適応センターによる情報提供等のほか、沖縄県地球温暖化防止活動推進センターやおきな32 

わアジェンダ 21県民会議とも連携を図りながら推進していきます。  33 

 

 
 

「沖縄県気候変動適応計画」の進捗管理を行う！ 

事業者 県 民 

沖縄県気候変動適応計画協議会 

情報発信 

技術的助言 

県民代表 国 県 学識経験者 

沖縄県地球温暖化防止活動推進センター 

県民・事業者・行政との連携・協働！（取組の実践体制） 

 

情報収集 

 

 

 

 

（地域の情報収集・ 

提供・整理・分析） 

各分野の取組 

の実績報告 

適応策の 

見直し 

国機関 

市町村 

行政間の 

情報共有、支援 

国立環境研究所 

気候変動適応センター 

技術的助言等 
 

情報・成果共有 

〇沖縄県地球温暖化防止
活動推進センター 

 
〇おきなわアジェンダ21
県民会議 取組実績報告 

 

普及啓発、補助等 
 

各種支援・ 
情報発信 
 

情報収集 

 

沖縄県 

（計画の推進） 
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２．各主体の役割 1 

適応策の推進には、県、市町村、事業者、県民の各主体が、それぞれの役割を担いながら、相2 

互に密接に連携して取り組むことが必要です。各主体に求められる役割は以下のとおりです。 3 

 4 

（１）県の役割 5 

・国の気候変動適応計画を踏まえ、沖縄県気候変動適応計画を策定（改訂）しており、地域の特6 

性に応じた適応策を推進します。 7 

・適応計画には、本県における気候変動のリスク、適応に関する情報、取組を反映させ、沖縄県8 

気候変動適応センターを核として、県民、事業者、市町村、観光客等への気候変動に関する情9 

報を積極的に発信していきます。 10 

・様々な主体と連携した取組を強化し、気候変動の影響による被害の防止・軽減につなげます。 11 

・県民、企業、教育現場など様々な対象に向けて、各種イベントや出前講座などを通じて、気候12 

変動適応に関する環境教育、広報活動及び普及啓発に取り組みます。 13 

・関係部局で連携し、それぞれの部局で実施されている各適応策を総合的に取りまとめ展開して14 

いきます。 15 

 16 

（２）市町村の役割 17 

・各地域での気候変動の影響把握や適応策の整理を行い、また、住民に最も身近な地方公共団体18 

として地域の特性に応じた適応策を推進します。 19 

・適応策を推進するため、住民・事業者等の活動を支援します。 20 

・適応策の進捗状況を確認・検証し施策を展開していくなど、適応策の進捗管理を行います。 21 

・地域の住民に最も身近な地方公共団体として、地域の特性に応じた適応策を推進します。 22 

・地域住民・事業者・観光客等への地域の気候変動に関する情報を積極的に発信していきます。 23 

 24 

（３）事業者の役割 25 

・自らの事業活動を円滑に実施するため、国、県、市町村等が情報提供する気候変動や適応策に26 

関する理解を深めます。 27 

・それぞれの事業活動の内容に即した適応策を推進するよう努めます。 28 

・将来の気候変動を見据え、適応の観点を組み込んだ事業展開を行っていきます。 29 

・気候変動はリスクだけではなく新たなビジネスチャンスとしての側面もあることから、気候変30 

動への戦略的な適応を進めます。 31 

 32 

（４）県民の役割 33 

・日常生活における気候変動の影響と適応の重要性に対する関心と理解を深めます。 34 

・県及び市町村が提供する防災情報や熱中症・感染症等の情報を収集・活用し、適切な行動に取35 

り組みます。 36 

・ライフスタイルの見直しを意識し、気候変動に適応した行動を実践します。  37 



 

137 

県民・事業者の具体的取組 1 

 2 

気候変動に適応できる社会の実現には、行政の施策だけではなく、県民や事業者の理解3 

と協力が必要です。 4 

また、気候変動による影響を踏まえ、ライフスタイルや事業活動のあり方を見直すこと5 

は、生活を守り、ビジネスを継続･発展させることにも繋がります。 6 

そのため、県民や事業者においては、気候変動の影響への備えとともに新たな気候条件7 

を利用するなど、次のような具体的な取組を進めていくことが期待されます。 8 

 9 

 10 

・真夏日や熱帯夜の増加に備え、これまでの経験にとらわれず、昼夜を問わず熱中症に注11 

意しましょう。 12 

・涼しい服装やマイボトルを活用したこまめな水分・塩分補給を心がけ、熱中症予防に取13 

り組みましょう。 14 

・地域のハザードマップの確認や非常食の常備、防災教育の受講など日常から防災意識を15 

高めましょう。 16 

・身のまわりの自然や動植物の変化に注意を傾け、気候変動の影響について日常的に意識17 

しましょう。 18 

 19 

 20 

 21 

生命・財産の保護・継承、安全・安心な生活、豊かな自然環境の保全 など 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

・将来予測される｢過去に例がない｣自然災害リスクに備えた BCP(Business Continuity 27 

Plan、事業継続計画)の策定に努めましょう。 28 

・災害等緊急時の原材料調達体制の確保や夏季の高温等の電力使用量増加を補うための再29 

生可能エネルギーの導入、作業時の熱中症対策など、日常の業務や活動に適応の考え方30 

を組み込みましょう。 31 

・既存の製品やサービスに気候変動による影響や適応の観点を与え、適応ビジネスに活用32 

しましょう。 33 

 34 

 35 

 36 

事業継続性の確保、ステークホルダーからの信頼確保、適応ビジネスの展開 など 37 

 38 

  39 

県民の取組 

事業者の取組 
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３．進捗管理 1 

適応策に係る進捗管理手法について以下に示すとおり検討します。 2 

 3 

・本県の実情に応じた適応策の推進を図ることを目的として令和２年に「沖縄県気候変動適応計4 

画協議会」（以下、「適応協議会」という。）を設置しました。 5 

・沖縄県気候変動適応計画に記載の適応策に関する管理手法として、毎年度取組状況や進捗状況6 

を把握します。 7 

また、適応策は短期間で施策の効果を評価することが困難である事を踏まえ、沖縄県気候変動8 

適応計画の中間見直し(５年)や計画改定時(10 年)及び沖縄県気候変動適応センターにおいて9 

情報収集を行う中で気候変動による影響被害が確認された時など、必要に応じて適応協議会10 

を開催し、評価することとします。 11 

・気候変動影響について評価する上で必要と思われる情報については、理解のしやすさやデータ12 

の入手可能性の観点から以下の項目を設定し、毎年情報収集します。情報収集項目については、13 

適宜項目の追加や見直しを行うなど柔軟に対応します。 14 

 15 

【情報収集項目】  16 

情報収集項目 データ入手元 

平均気温(最高・最低)の変化 沖縄気象台 

平均海面水温の変化 沖縄気象台 

平均海面水位の変化 沖縄気象台 

真夏日の発生日数 沖縄気象台 

熱帯夜の発生日数 沖縄気象台 

１時間降水量 50mm以上の発生回数 沖縄気象台 

沖縄地方の無降水日数 沖縄気象台 

日降水量 100 ミリ以上の極端な大雨の
年間発生回数 

沖縄気象台 

パインアップルの10a当たりの収穫量 農林水産省 

赤土等堆積状況（SPSS） 沖縄県 

自然災害による被害総額（豪雨） 沖縄県 

熱中症救急搬送者数 総務省 消防庁 

(選定理由) 17 
①県民の理解のし易さ。 18 
②データが入手可能である。 19 
③現状気候変動影響が確認されている。 20 

 21 


